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（業務の範囲及び業務対象施設等） 

第１条 御調町中央浄化センターほか汚水処理施設等包括的維持管理業務特記仕様書（以下「特記仕様書」とい

う。）に規定する業務の適用範囲は、御調町中央浄化センターの処理施設及び所管施設とする。 

２ 業務の対象施設は、特記別表１に掲げる施設とする。 

３ 業務対象施設・設備の概要（処理場）は、特記別表２に示すとおりとする。 

４ 業務対象施設・設備の概要（マンホールポンプ場）は、特記別表３に示すとおりとする。 

 

（業務の内容） 

第２条 一般仕様書第４条に規定する業務の内容は、前条で規定する対象施設について、その設置の目的に適合

した運転管理、施設の正常な運転を確保するための保守点検及びその他関連業務とする。また、業務履行にお

いて規制を受ける放流水等の規制基準は関係法令の基準を遵守するとともに、要求水準書に示す要求水準を

確保すること。 

２ 業務内容は、次のとおりとする。 

(１) 対象施設の運転操作、監視に関する業務 

ア 設備の運転操作、監視及びその記録 

イ 電力、薬品使用量等の監視及び適切な操作 

ウ 各種報告書の作成及び帳票の整理 

エ 緊急時（大雨・台風・地震・その他重大事故等（不時の停電、異常流入水、処理水質の悪化及び機器 

異常等））における適切な運転、応急処置、原因調査及び発注者への報告 

オ 保守点検に伴う機器の運転操作 

カ 発注者が行う修繕、工事等に伴う機器の確認及び運転操作（既設設備を利用する場合の排水作業、そ

の他の作業等） 

キ 建築付帯設備（給排気、空調設備等）の運転操作 

ク 沈砂及びスクリーンかす排出及び場内運搬作業 

ケ 脱水汚泥運搬に関する業務 

コ マンホールポンプ場故障により送水不能となった場合の初期対応（バキューム車の手配や仮設ポンプ

類の設置等） 

サ その他施設の運転操作、監視に関する必要な業務  

(２) 対象施設の保守点検に関する業務 

ア 対象施設の日常点検、定期点検、臨時点検、定期自主点検、測定及びその記録、報告 

イ  電気工作物保安規程及び機械電気設備保守点検基準による日常点検及びその記録、報告 

ウ 当該施設の電気主任技術者の選任 

エ 業務仕様明細４、５に示す定期点検及びその記録、報告 

オ 簡易な故障修理（特殊機器部品、専門技術を要しないもの。）、補修及び補修塗装並びにその記録 

カ 分解清掃作業（閉塞物の除去、消耗品の交換等）の実施 

キ 業務仕様明細４、５に示す管理上必要な法定検査等（法定検査の立会い含む。） 

ク 業務仕様明細４、５に示す管理上必要な検査等 

ケ 緊急時（大雨・台風・地震・その他重大事故等（不時の停電、異常流入水、処理水質の悪化及び機 

器異常等））における点検巡視 

コ 機器の予備品の管理 

サ 貸与品等の管理（共用する物を含む。） 

シ その他保守点検に関する必要な業務 

 

(３) 水質分析等に関する業務 
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ア 特記別表４に示す水質試験（試料採取、試験、報告を含む。） 

イ 特記別表４に示す汚泥試験（試料採取、試験、報告を含む。） 

ウ 特記別表４に示す水質試験補助 

エ 水質計測機器等の維持管理 

オ 薬品の保管・管理 

カ 廃液の管理・処分 

キ その他水質分析等に関する必要な業務 

(４) 施設管理に関する業務 

ア 建物及び周辺の清掃、除草及び樹木管理 

イ 施設の警備及び防火管理 

ウ その他施設管理に関する必要な業務 

(５) 物品等の調達・管理に関する業務 

ア 特記別表５に示す物品等の調達及び管理 

イ 物品等には、備消耗品である電気・機械設備用消耗品・交換部品（潤滑油脂類、各フィルター類、リレ

ー、マグネット、アイソレータ等）、雑品類（ボルト、パッキン、ウエス、洗油等）、工具（特殊工具

含む）、各種材料（電線・電線管類、配管材料、鋼材）、補修用塗料類、理化学器具類、分析用薬品、

掃除用具類、記録紙、用紙類、インク、コピー、燃料類（作業用、車両用等）、衛生用品（石鹸、消毒

液、救急用薬品）、備品類（連絡用自動車）等も含まれる。 

ウ 物品等の受け入れ立会い 

エ 消耗品の交換 

オ その他物品等の調達・管理に関する業務上必要な業務 

(６)産業廃棄物収集運搬に関する業務 

ア 本件施設から生じる脱水汚泥、し渣、沈砂等の収集運搬  

イ 脱水汚泥、し渣、沈砂等の搬出時立ち会い、搬出数量の記録 

(７) 廃棄物処理に関する業務 

ア 業務上発生した一般廃棄物の管理及び処理 

イ その他廃棄物処理に関する必要な業務 

(８) その他の業務 

ア 周辺住民からの苦情対応等 

イ 施設見学会の事前準備（安全対策含む。）（１回／年程度） 

ウ その他必要な業務 

 

（処理場の特記事項） 

第３条 当該施設の特記事項を以下に示す。 

(１) 御調町中央浄化センター 

ア 硝化促進運転の実施 

   アンモニア除去を目的とした硝化促進運転を行うこと。 

イ 臭気対策の実施 

周辺住民に対して十分な配慮を行い、脱臭設備の設置及び脱水汚泥搬出時の臭気低減対策等を行って

いるが、日常の運転管理においても細心の注意を払うとともに、必要に応じて脱臭剤を使用し、適切な臭

気対策を実施すること。 

ウ 雨天時対応 

雨天時等増水時におけるポンプの運転操作については、適切に対処し、溢水及び放流水の水質悪化等に留意

すること。 

 



4 
 

(２) 御調町東部浄化センター 

ア 硝化促進運転の実施 

   アンモニア除去を目的とした硝化促進運転を行うこと。 

イ 臭気対策の実施 

周辺住民に対して十分な配慮を行い、脱臭設備の設置及び脱水汚泥搬出時の臭気低減対策等を行って

いるが、日常の運転管理においても細心の注意を払うとともに、必要に応じて脱臭剤を使用し、適切な臭

気対策を実施すること。 

ウ 雨天時対応 

雨天時等増水時におけるポンプの運転操作については、適切に対処し、溢水及び放流水の水質悪化等に留意

すること。 

 

（電気主任技術者を選任する施設） 

第４条 一般仕様書第１５条に規定する電気主任技術者を選任する施設は、業務仕様明細書４に示す施設とす

る。 

 

（業務の報告等） 

第５条 受注者は、一般仕様書第２０条に規定する業務報告書等について、特記別表６に従い業務日誌・毎月及

び年間の業務報告書を作成し、帳票を含めて発注者に提出するものとする。 

２ 前項の様式は、受注者の提案に基づき、発注者の承認を得たものとする。 

３ 受注者は、毎月及び年間の業務報告書の提出にあたっては、発注者が指定する完了届とともに提出するこ

と。 

４ 受注者は、年間の業務報告書の提出にあたっては、技術提案書に提案した事項に関する達成状況の客観的な

評価について報告しなければならない。なお、評価が未達成の場合にあっては、次年度に確実に達成できる実

現化方策等の提案を含めること。 

５ 受注者は、契約終了にあたっては、全業務期間の履行が確認できる資料を添え業務報告書を発注者に提出し

なければならない。 

６ その他、発注者が求める事項に関する報告書は、その都度速やかに提出すること。 

７  書類は日本工業規格Ａ４版又はＡ３版用紙にて作成するものとする。 

 

（保全管理等要求水準） 

第６条 保全管理等要求水準は、施設機能が劣化しないよう、日常的な保守点検等を行うことで、施設の状態を

正常な状態に維持すること（ただし、経年劣化を除く）。 

契約期間終了時、全ての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、著しい損傷がない状態とな

るよう、関係法令等を遵守した点検、調整、消耗品の交換等を行うこと。 

建築物や外構、植栽等の保守管理や清掃については、現状と比べて美観を損なわない程度で行うこと。 

定期的な施設機能の確認の場において、発注者と受注者において、指摘事項が発生した場合は、誠意を持っ

て対応する。 

 

（業務実施計画） 

第７条 業務実施計画書は、日本工業規格Ａ版により作成し、原則としてＡ４又はＡ３用紙とすること。業務実

施計画書を構成する各諸事項の作成要領は、次のとおりとすること。 

(１) 実施方針 

下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理思想、業務毎の基本方針及びその

概要等について、委託業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。 

(２) 業務実施体制 
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運転管理業務を遂行する上で必要な組織及び体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制、その他業務の履行

に要する組織・体制（下請け関係も含む）を、その目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載すること。 

(３) 安全管理体制 

事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する

計画及び組織体制について、基準、要領、計画等を具体的に記載すること。 

(４) 運転管理計画 

運転管理計画では、対象施設を安定的に維持運営していくために、水質管理計画、エネルギー管理計画、ユーティ

リティ調達管理計画を記載すること。 

水質管理計画では、処理場等の安定的な維持を考慮した設備ごとの運転操作指標、運転方法等を定めた運転操作

基準、要求水準を達成するための管理基準、要求水準を満足するための分析計画（水質試験、汚泥試験、悪臭測定

等）等を記載すること。 

エネルギー管理計画は、処理場等の省エネルギーを目指した設備ごとの運転操作指標、運転方法等を定めた運転

操作基準、要求水準を達成するための管理基準等を記載すること。 

ユーティリティ調達管理計画は、下水道施設の維持管理を行うために必要な電力、燃料、副資材等の調達方法、使

用予定量等を、年間を通じての使用計画が把握できるよう記載すること。 

(５) 保全管理計画 

保全管理計画では、対象施設を安定的に維持運営していくために、保守点検計画、修繕計画を記載すること。 

保守点検計画では、設備の状態を把握し、異常の有無を確認する点検基準（日常点検、定期点検、法定点検等）、

消耗品等の確認、補充、交換等を行う保守基準を記載すること。 

修繕計画では、別紙１に示す全ての電気設備、機械設備、建築設備の修繕（一件当たりの金額が一定額以下のもの）

が必要となった場合の対応手順を、具体的に記載すること。 

(６) 施設管理計画 

施設を安定的に維持運営していくため、清掃の内容・清掃頻度・清掃要領、除草等の内容・頻度・方法、物品管理

の方法、要領等その他の必要な事項について、具体的に記載すること。 

(７) 情報管理方法 

運転管理、保全管理に係る各種情報の管理方法を記載すること。 

(８) 緊急時等への対応 

施設に事故が発生した場合その他緊急の場合の対応手順を、具体的に記載すること。以下のような場合について、

各々記載する。 

・大雨時の対応（第９条に示す「対応可能である雨天時浸入水等」の場合と、それを上回る場合を区分して記載す

る、また、第９条と矛盾しないこと） 

・悪質流入水の対応（第９条に示す「対応可能な悪質流入水」の場合と、それに該当しない場合を区分して記載す

る、また、第９条と矛盾しないこと） 

・その他、自然災害等の不可抗力時の対応 

 

 

（要求水準を満足しない場合の対応） 

第８条  

(１) 放流水質 

処理水の水質が、受注者の自主採水で判明した場合や計量証明で判明した場合等、別紙５に示す放流水質基準を

満足できない場合、以下のような手続きをとる。 

第１段階：未達の確認、報告 

受注者は、水質測定により放流水質が放流水質契約基準、放流水質法定基準を満たしていないことを把握したら、

直ちに発注者に報告する。また、放流水質法定基準を満たしていない場合は、受注者が応急措置を行う。 

第２段階：改善期間、改善計画書の提出 
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・流入水が流入基準を満たしているにもかかわらず、要求水準所に示す放流水質契約基準又は放流水質法定基準

が達成されなかったときは、受注者は、原則として主体的に要求水準未達の原因究明を行い、改善措置を行う。ま

た、受注者は改善計画書を作成し発注者に提出する。 

・流入水が流入基準を満たさなかった場合においても、受注者は、放流水質契約基準又は放流水質法定基準を達成

することができるよう努めるものとし、発注者から指示がある場合はそれに従うものとする。 

・原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受注者が負担する。ただし、発注者と受注者の双方に責

を帰すことができない事由により要求水準が満たせない場合には、受注者は上記に係る費用を発注者に請求する

ことができる。 

・受注者は、自らの負担で行う水質測定において、改善措置の効果を確認し、放流水質契約基準を満足できるよう

になるまで、改善状況を発注者に報告する。 

第３段階：業務委託費の減額 

・流入水が原因である場合及び発注者と受注者の双方に責を帰すことができない事由により要求水準が満たせな

い場合による場合を除き、特記仕様書のとおり業務委託費を減額する。 

 

第４段階：契約解除、違約金 

・流入水が原因である場合及び発注者と受注者の双方に責を帰すことができない事由により要求水準が満たせな

い場合による場合を除き、放流水質契約基準を満足できない状態が６０日以上継続する場合、又は改善計画書が

期限内に提出されない場合や改善計画書通りに業務を行わない場合、発注者は契約を解除することができる。こ

の場合、受注者は、定められた違約金を支払う。 

 

(２) 汚泥処理基準 

脱水ケーキ含水率が、要求水準書に示す契約基準を満足できない場合、以下のような手続きをとる。 

第１段階：未達の確認、報告 

・受注者は、汚泥含水率分析により契約基準を満たしていないことを把握したら、直ちに発注者に報告する。 

第２段階：改善期間、改善計画書の提出 

・契約基準未達の場合には、受注者は、原則として主体的に契約基準未達の原因究明を行い、改善措置を行う。ま

た、受注者は改善計画書を作成し発注者に提出する。 

・原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受注者が負担する。ただし、発注者と受注者の双方に責

を帰すことができない事由により契約基準が満たせない場合には、受注者は上記に係る費用を発注者に請求する

ことができる。 

・受注者は、自らの負担で行う分析において、改善措置の効果を確認し、契約基準を満足できるようになるまで、

改善状況を発注者に報告する。 

第３段階：業務委託費の減額 

・発注者と受注者の双方に責を帰すことができない事由により契約基準が満たせない場合による場合を除き、特

記仕様書のとおり業務委託費を減額する。 

第４段階：契約解除、違約金 

・発注者と受注者の双方に責を帰すことができない事由により契約基準が満たせない場合による場合を除き、契

約基準を満足できない状態が６０日以上継続する場合、又は改善計画書が期限内に提出されない場合や改善計画

書通りに業務を行わない場合、発注者は契約を解除することができる。この場合、受注者は、定められた違約金を

支払う。 

 

（流入基準未達の場合の対応方法） 

第９条 受注者が責任を持って対応すべき事態とその対応方法を記載する。 

(１) 対応可能な悪質流入水 

対応可能な悪質流入水は、以下のとおりとする。 
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・大量の油（臭気又は色で識別できる範囲のもの） 

・大量の強酸性又は強アルカリ性の薬品（pH計にて検出できる範囲のもの） 

・大量のきょう雑物 

流入ゲートにおける流入水の臭気、色やpHの監視の結果、上記に示すものが流入水に混入していることが判明し

た場合、受注者は以下の措置をとる。 

・受注者は、上記の物質がエアレーションタンクへ流入しないよう必要な措置をとるものとする。 

・速やかに発注者に報告するものとする。 

(２) 対応可能である雨天時浸入水等 

降雨時には、以下の対応を取る。 

・受注者は、気象情報を随時確認し、水害発生を事前に把握するほか、沈砂池水位等の監視を行うものとする。

（監視個所を規定） 

・受注者は、流入水の水量が別紙４に示す時間最大流入水量を上回った場合であっても、場内ポンプ場で対応でき

る場合は、適切な運転により処理を行う。 

なお、上記の措置で対応できない大雨の場合は、速やかに発注者に報告し、発注者から指示がある場合はそれに従

うものとする。 

(３) 記載についての留意点 

流入基準未達が発生した場合に、受注者が迅速に行動できるよう、対応方法は具体的な手順として記述する。 

 

（引継事項） 

第１０条 受注者は履行期間を通じて、引継事項を記載した文書を作成する。文書は、対象施設固有の運転管理、点検

上の留意点等を次の受注者が把握できるような内容とする。以下の項目に沿って記載すること。 

(１) 運転管理計画 

・水質管理方法 

・定常時の運転方法 

・非常時の運転方法 

・特有の運転方法 

(２) 保全管理計画 

・定常時の保全方法 

・非常時の保全方法 

(３) その他留意事項 

・特性、固有情報 

・運転、保全実績  等 

 

（経費の負担） 

第１１条 受注者が負担すべき経費は、以下のとおりとする。 

(１) 机、椅子、書棚、ロッカー、パソコン、プリンター、コピー機等の事務備品 

(２) 各種用紙、筆記用具、ファイル等の事務用品 

(３) ポット、冷蔵庫、食器棚、茶器、台所用品等の什器及び消耗品 

(４) 各種作業服、各種靴、各種手袋、ヘルメット、安全マスク・保護眼鏡・空気呼吸機等の安全保護具・機器 

(５) 設備点検及び修理に係る点検工具、回路計、懐中電灯等の工具・器具。ただし、特殊工具及び調整・整備に係る

資材等は除く。 

(６) モップ、デッキブラシ、水切り等の清掃用具器具 

(７) 電話・FAXの設置工事費及び維持費 

(８) 表９に定める変動費（薬品費、電力料、水道料） 

(９) 表９に定める固定費（消耗品費、燃料費） 
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(１０) １件当たり２００万円以下の修繕費（総額で年間２７５万円を限度とする） 

(１１) 作業員控室や用具置き場の使用料（有償で貸与する場合） 

(１２) 作業員及び事務員の業務管理、現地事務業務等に係わる人件費 

 

（業務委託費の構成と支払い） 

第１２条 業務委託費の構成と支払いを以下に示す。 

(１)構成と支払い 

業務委託料は、水量の増減によるコストの影響を考慮するため、基本的に固定費と変動費で構成される計算方法を採用

する。固定費は、人件費や電力基本料金等、処理水量にかかわらず要する費用、変動費は薬品や電力従量料金等、処理

水量に応じて変動する費用である。 

委託料を令和８年４月分から令和１３年３月分の６０月分を概ね６０等分し、毎月の委託業務終了後、当該月の委託料

について請求を受けた日から３０日以内に支払う。 

 

(２)業務委託費の考え方 

発注者が受注者に支払う業務委託費は、以下の算式によって算定される。 

（業務委託費）＝（固定費）＋（変動費） 

（変動費）＝（変動費原単位）×（処理水量（実績値）） 

ここで固定費とは、本施設における流入水量（実績値）の増減にかかわらず変動しない費用をいい、変動費とは、本施

設における流入水量（実績値）の増減に応じて比例的に増減する費用をいう。 

 

履行期間中の固定費の合計額と変動費の区分は、表に示すとおりとする。毎事業年度における変動費は、毎事業年度の

流入水量の実績値に応じて算出する。 

 

表９ 固定費と変動費の区分 

 固定費 変動費 

薬品費  ○ 

電力料  ○ 

水道料  ○ 

消耗品費 ○  

燃料費 ○  

通信費 ○  

維持管理業務費 ○  

汚泥運搬費  ○ 

修繕・保守点検費 ○  

 

(３)流入水が要求水準書に示す流入基準を満たしている場合 

（基準外であるが発注者と受注者で対応可能と合意した場合を含む） 

①放流水質が要求水準書に示す契約基準を満たしている場合、固定費＋変動費の全額を支払う。 

②放流水が要求水準書に示す法定基準又は汚泥処理基準のいずれかを満たしていない場合、業務委託費を減額する。 

減額幅は、以下に従って算出する。 

・年間に３回以上契約基準に対する未達がある場合は、当該年度の業務委託費（固定費）を３％減額する。 

・年間に５回以上契約基準に対する未達がある場合、及び２回以上法定基準に対する未達がある場合は、当該年度の業

務委託費を８％減額する。 
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 (４)流入水量が要求水準書に示す基準を超えているが、特別な処理等で対応できる場合（第９条の「対応可能である

雨天時浸入水等」に相当する場合） 

① 流入水量が基準を超えている場合でも、発注者が受注者に支払う業務委託費は、以下の算式によって算定する。 

 （業務委託費）＝（固定費）＋（変動費原単位）×（処理水量） 

② 「対応可能である雨天時浸入水等」に相当する場合、要求水準書に示す契約基準を満たさない場合でも、業務委託

費の減額は行わない。この時、放流水が要求水準書に示す法定基準又は汚泥処理基準を満たしていないことによる法令

上の罰金等や第三者からの損害賠償は発注者が負担するものとする。 

 

(５)(４)以外に流入水質が要求水準書に示す基準を超えた場合 

① 放流水質が要求水準書に示す法定基準を満たし、かつ汚泥処理基準の両方とも満たしている場合、発注者が受注者

に支払う業務委託費は、以下の算式によって算定される。 

（業務委託費）＝（固定費）＋（変動費原単位）×（処理水量）＋（追加費用） 

ここで追加費用とは、流入基準を満たさない流入水を処理して放流水質法定基準を満たすために要する費用をいう。 

②  放流水が要求水準書に示す法定基準又は汚泥処理基準のいずれかを満たしていない場合でも、業務委託費の減額は

行わない。この時、放流水が要求水準書に示す法定基準又は汚泥処理基準に示す基準を満たしていないことによる法令

上の罰金等や第三者からの損害賠償は発注者が負担するものとする。 

 

 (６) 第６条に示す保全管理等要求水準に示された業務が履行されていない場合、固定費を減額する。 

減額幅は、以下に従って算出する。 

減額料＝「固定費」×「業務実施計画不履行日数」÷基準日数２４１日×０.５ 

 

業務実施計画不履行日数とは、改善期間終了日の翌日から是正されたことを発注者が確認した日までの日数をいう。委

託料の減額は、実施計画不履行が是正されたことを発注者が確認し、委託料の変更協議が整った月の委託料で行う。 

 

（業務の不履行が確認された場合の対応） 

第１３条 業務実施計画書に記載された業務を履行していないことが確認された場合、以下のような手続きを

とる。 

(１) 第１段階 業務状況の確認 

ア 発注者は、受注者から提出された各月の報告書により、受注者が業務実施計画書に基づき当該業務を

履行していることを確認する。 

イ 発注者は、受注者の履行状況について監視を行うために施設に立ち入り、受注者が業務実施計画書に

基づき当該業務を履行していることを確認する。 

(２) 第２段階 改善措置 

ア 発注者は、受注者が業務実施計画書に基づき当該業務を履行していないおそれがある場合、発注者は

受注者に説明を求める。その結果、業務実施計画書に基づき、当該業務が履行されていないと発注者が

認めた場合、発注者は受注者に是正（業務実施計画書の変更を含む。）を求めることができる。 

イ 受注者は前項を受け、速やかに改善計画書を作成し、発注者の確認を受ける。なお、発注者は必要なと

きには受注者が作成する改善計画書の提出期限を定めることができる。 

ウ 受注者は改善計画に従って業務の改善を行う。 

エ 受注者は改善がなされた場合、速やかに発注者に報告する。報告を受けた後、発注者は速やかに 

検査を行い、是正状況を確認する。 

オ 改善計画の作成等にかかる費用は受注者が負担するものとする。 

(３) 第３段階：発注費の減額 

ア 改善計画書に定めた改善期間を過ぎて改善が完了しない場合、発注者は発注額を減額する。 
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（契約解除） 

第１４条   本契約の解除は以下の場合とする。 

(１) 改善計画書が速やか又は発注者が指定した期間内に提出されない場合。 

(２) 改善計画書どおりに業務を行わない場合。 

(３) 発注者が行う改善措置の指示に従わない場合。 

 

（やむを得ない事由） 

第１５条 やむを得ない事由を以下のとおりとする。 

(１) 自然災害等により施設が破損又は停止し処理機能が得られない場合。 

(２) 流入基準を著しく逸脱した流入水が流入したと認められた場合。 

２ 前項で規定する流入基準を著しく逸脱した流入水が流入したと認められた場合は特記別表７の要件を満た

し処理が困難と判断された場合とする。 

 

 

 

 

 



特記別表1

No 処理場 備考

No.1 御調町中央浄化センター ※1

No.2 御調町東部浄化センター ※1

（備考欄）　※1　電気主任技術者選任施設

No マンホールポンプ（市処理区） 備考 No マンホールポンプ（上川辺処理区） 備考

No.1 三谷屋駐車場横 No.1 府中市谷組

No.16 平松自動車横 No.2 大蔵タイコウタウン

No.19 高垣瓦裏 No.3 大蔵集会所

No.37 八木診療所前 No.4 上川辺公民館

No.64 長尾宅横 No.5 白太　横田横

No.75 御調商店街 No.6 本　浦上宅横

No.101 中国バス裏 No.7 本　森高石油

No.105 和木電機横 No.8 本　天理教前

No.140 小和田サッシ No.9 中根橋

No.141 金野宅口 No.10 平　江国川

No.160 消防器具庫横 No.11 中原集会所

No.183 さつき団地

No.200 旧神西住宅

No.206 岡田車輌横

No.210 そふとう橋

業務対象施設一覧

11



特記別表２

≪中央浄化センター・機械設備関係≫

機器番号 機器番号

００１０ スリーンユニット 分　配　槽 ０２４０ №２返送汚泥ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室

００２０ №１分水槽可動堰 分　配　槽 ０２５０ №３返送汚泥ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室

００３０ №２分水槽可動堰 分　配　槽 ０２６０ №４返送汚泥ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室

００４０ №１汚水ポンプ 汚　水　ピ　ッ　ト ０２７０ №１汚泥切替弁 汚　泥　ポ　ン　プ　室

００５０ №２汚水ポンプ 汚　水　ピ　ッ　ト ０２８０ №２汚泥切替弁 汚　泥　ポ　ン　プ　室

００６０ №３汚水ポンプ 汚　水　ピ　ッ　ト ０２９０ 床排水ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室

００７０ 汚水ポンプ吊上げ機 汚　水　ピ　ッ　ト ０３００ №１濃縮汚泥ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室

００８０ №１返流水ポンプ 汚　水　ピ　ッ　ト ０３１０ №２濃縮汚泥ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室

００９０ №２返流水ポンプ 汚　水　ピ　ッ　ト ０３２０ 塩素注入器 塩　素　混　和　池

０１００ №１ＯＤ流出堰 オキシデーションディッチ ０３３０ 放流渠逆止弁 塩　素　混　和　池

０１１０ №２ＯＤ流出堰 オキシデーションディッチ ０３４０ 脱臭ファン 濃　縮　タ　ン　ク

０１２０ №１エアレーション装置 オキシデーションディッチ ０３５０ 脱臭装置 濃　縮　タ　ン　ク

０１３０ №２エアレーション装置 オキシデーションディッチ ０３６０ 汚泥計量槽 濃　縮　タ　ン　ク

０１４０ №３エアレーション装置 オキシデーションディッチ ０３７０ 濃縮槽撹拌機 濃　縮　タ　ン　ク

０１５０ №４エアレーション装置 オキシデーションディッチ ０３８０ 貯留槽撹拌機 濃　縮　タ　ン　ク

０１６０ №１終沈汚泥掻寄機 最　終　沈　澱　池 ０３９０ 給水ユニット 管　理　棟

０１７０ №２終沈汚泥掻寄機 最　終　沈　澱　池 ０４００ 洗浄水ポンプ 場　内

０１８０ №１スカムスキマー 最　終　沈　澱　池 ０４１０ 浅井戸ポンプ 場　内

０１９０ №２スカムスキマー 最　終　沈　澱　池 ０４２０ 貯留槽撹拌機 場　内

０２００ №１スカムかご 最　終　沈　澱　池 ０４３０ 貯留槽ブロワ 場　内

０２１０ №２スカムかご 最　終　沈　澱　池

０２２０ し渣かご吊上げ装置 最　終　沈　澱　池

０２３０ №１返送汚泥ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室

機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所 機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所

対象機器一覧表　（№１）
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特記別表２

≪中央浄化センター・電気設備関係≫

機器番号 機器番号

００１０ 引込受電盤 管　理　室 ０１９０ №２非常通報装置 管　理　室

００２０ 変圧器 管　理　室 ０２００ 自家発電装置用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 自　家　発　電　室

００３０ 低圧分岐盤 管　理　室 ０２１０ 自家発電装置 自　家　発　電　室

００４０ 補助継電器１ 管　理　室 ０２２０ 発電機盤 自　家　発　電　室

００５０ 補助継電器２ 管　理　室 ０２３０ 消音機 自　家　発　電　室

００６０ 補助継電器３ 管　理　室 ０２４０ 燃料槽 自　家　発　電　室

００７０ №１・２ＶＶＶＦ装置 管　理　室 ０２５０ 鉛蓄電池 自　家　発　電　室

００８０ №３・４ＶＶＶＦ装置 管　理　室 ０２６０ 汚水ポンプ現場操作盤 汚　水　ピ　ッ　ト

００９０ コントロールセンタ 管　理　室 ０２７０ 流入ポンプ井水位計 汚　水　ピ　ッ　ト

０１００ コントロールセンタ 管　理　室 ０２８０ №１警報 汚　水　ピ　ッ　ト

０１１０ コントロールセンタ 管　理　室 ０２９０ №１・２曝気機現場操作盤 オキシデーションディッチ

０１２０ コントロールセンタ 管　理　室 ０３００ №３・４曝気機現場操作盤 オキシデーションディッチ

０１３０ 接地端子盤 管　理　室 ０３１０ №１ＤＯ計 オキシデーションディッチ

０１４０ ミニＵＰＳ 管　理　室 ０３２０ №２ＤＯ計 オキシデーションディッチ

０１５０ 計　装 管　理　室 ０３３０ №３警報 オキシデーションディッチ

０１６０ 監視１ 管　理　室 ０３４０ 汚水ポンプ室床排水ポンプ操作盤 汚　泥　ポ　ン　プ　室

０１７０ 監視２ 管　理　室 ０３５０ №１・２返送・余剰汚泥ポンプ操作盤 汚　泥　ポ　ン　プ　室

０１８０ シーケンサ 管　理　室 ０３６０ №３・４返送・余剰汚泥ポンプ操作盤 汚　泥　ポ　ン　プ　室

対象機器一覧表　（№2）

機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所 機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所
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特記別表２

≪中央浄化センター・電気設備関係≫

機器番号

０３７０ 濃縮汚泥ポンプ現場操作盤 汚　泥　ポ　ン　プ　室

０３８０ №２警報 汚　泥　ポ　ン　プ　室

０３９０ №１終沈汚泥掻寄機現場操作盤 最　終　沈　澱　池

０４００ №２終沈汚泥掻寄機現場操作盤 最　終　沈　澱　池

０４１０ №１汚泥界面計 最　終　沈　澱　池

０４２０ №２汚泥界面計 最　終　沈　澱　池

０４３０ 脱臭装置・貯留槽ブロワ操作盤 濃　縮　タ　ン　ク

０４４０ 全窒素・全りん計 塩素混和池

０４５０ ＵＶ計 塩素混和池

０４６０ 放流流量計 塩素混和池

０４７０ 脱水作業盤 場　内

０４８０ 洗浄水ポンプ現場操作盤 場　内

０４９０ №１返送汚泥流量計 場　内

０５００ №２返送汚泥流量計 場　内

０５１０ 貯留槽液位計 場　内

０５２０ 柱上気中開閉器 場　内

機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所

対象機器一覧表　（№3）

14



特記別表２

≪東部センター・機械設備関係≫

機器番号 機器番号

００１０ №１汚水ポンプ 汚　水　ピ　ッ　ト ０２００ 貯留槽撹拌機 濃　縮　タ　ン　ク

００２０ №２汚水ポンプ 汚　水　ピ　ッ　ト ０２１０ 汚泥観察槽 濃　縮　タ　ン　ク

００３０ 汚水ポンプ吊上げ機 汚　水　ピ　ッ　ト ０２２０ 塩素接触装置 塩　素　混　和　池

００４０ 予旋回槽 汚　水　ピ　ッ　ト ０２３０ 給水ユニット 塩　素　混　和　池

００５０ し渣かご 汚　水　ピ　ッ　ト ０２４０ №１雑用水ポンプ 塩　素　混　和　池

００６０ 汚泥計量分配槽 オキシデーションディッチ ０２５０ №２雑用水ポンプ 塩　素　混　和　池

００７０ №１エアレーション装置 オキシデーションディッチ ０２６０ 脱臭ファン１ 汚　泥　処　理　棟

００８０ №２エアレーション装置 オキシデーションディッチ ０２７０ 脱臭ファン２ 汚　泥　処　理　棟

００９０ №３エアレーション装置 オキシデーションディッチ ０２８０ 脱臭塔 汚　泥　処　理　棟

０１００ №４エアレーション装置 オキシデーションディッチ ０２９０ ミストセパレーター１ 汚　泥　処　理　棟

０１１０ エアレーション装吊上げ機 オキシデーションディッチ ０３００ ミストセパレーター２ 汚　泥　処　理　棟

０１２０ 終沈汚泥掻寄機 オキシデーションディッチ ０３１０ 汚泥供給ポンプ 汚　泥　処　理　棟

０１３０ スクリーンユニット オキシデーションディッチ ０３２０ 曝気ブロワ 汚　泥　処　理　棟

０１４０ スカムスキマー 最　終　沈　澱　池 ０３３０ サイレンサー 汚　泥　処　理　棟

０１５０ 濃縮汚泥ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室 ０３４０ 可動式自動バースクリーン 場　内

０１６０ №１汚泥ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室 ０３５０ 土壌脱臭床 場　内

０１７０ №２汚泥ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室 ０３６０ 井戸ポンプ 場　内

０１８０ 床排水ポンプ 汚　泥　ポ　ン　プ　室 ０３７０ ストレーナ 場　内

０１９０ 濃縮汚泥掻寄機 濃　縮　タ　ン　ク

機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所 機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所

対象機器一覧表　（№4）
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特記別表２

≪東部浄化センター・電気設備関係≫

機器番号 機器番号

００１０ 引込受電盤 管　理　室 ０１９０ 排ガス用消音器 自　家　発　電　室

００２０ 変圧器 管　理　室 ０２００ 排ガス用消音器 自　家　発　電　室

００３０ 低圧分岐盤 管　理　室 ０２１０ 発電機補機盤 自　家　発　電　室

００４０ 接地端子盤 管　理　室 ０２２０ 燃料タンク 自　家　発　電　室

００５０ ミニＵＰＳ 管　理　室 ０２３０ 汚水ポンプ現場操作盤 汚　水　ピ　ッ　ト

００６０ 計　装 管　理　室 ０２４０ 汚水ピット水位計 汚　水　ピ　ッ　ト

００７０ 監視操作 管　理　室 ０２５０ №１・２曝気機現場操作盤 オキシデーションディッチ

００８０ 水処理設備補助継電器１ 管　理　室 ０２６０ №３・４曝気機現場操作盤 オキシデーションディッチ

００９０ 水処理設備補助継電器２ 管　理　室 ０２７０ 雑用水ポンプ現場操作盤 オキシデーションディッチ

０１００ コントロールセンタ 管　理　室 ０２８０ ＤＯ計 オキシデーションディッチ

０１１０ コントロールセンタ 管　理　室 ０２９０ 汚泥ポンプ現場操作盤 汚　泥　ポ　ン　プ　室

０１２０ №１非常通報装置 管　理　室 ０３００ 濃縮汚泥ポンプ現場操作盤 汚　泥　ポ　ン　プ　室

０１３０ 自家発電装置用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 管　理　室 ０３１０ 汚泥ポンプ室床排水ポンプ操作盤 汚　泥　ポ　ン　プ　室

０１４０ 自家発電装置 管　理　室 ０３２０ 終沈汚泥掻寄機現場操作盤 最　終　沈　澱池　

０１５０ 鉛蓄電池 管　理　室 ０３３０ 濃縮汚泥掻寄機現場操作盤 濃　縮　タ　ン　ク

０１６０ 発電機盤 管　理　室 ０３４０ 作業用電源現場操作盤 濃　縮　タ　ン　ク

０１７０ 給気装置 管　理　室 ０３５０ 脱水電源現場操作盤 汚　泥　処　理　棟

０１８０ 排気装置 自　家　発　電　室 ０３６０ 貯留槽撹拌機現場操作盤 汚　泥　処　理　棟

対象機器一覧表　（№5）

機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所 機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所
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特記別表２

≪東部浄化センター・電気設備関係≫

機器番号

０３７０ 曝気ブロワ現場操作盤 汚　泥　処　理　棟

０３８０ 脱臭ファン１現場操作盤 汚　泥　処　理　棟

０３９０ 脱臭ファン２現場操作盤 汚　泥　処　理　棟

０４００ 汚泥貯留槽液位計 汚　泥　処　理　棟

０４１０ 全窒素・全りん計 塩素混和池

０４２０ ＵＶ計 塩素混和池

０４３０ 放流流量計 塩素混和池

０４４０ 柱上気中開閉器 場　内

０４５０ 井戸ポンプ現場操作盤 場　内

０４６０ 土壌脱臭床散水弁現場操作盤 場　内

機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所

対象機器一覧表　（№6）
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特記別表２

≪移動脱水車機器設備関係≫

機器番号

００１０ 圧入式外筒回転型スクリュープレス脱水機 移動脱水車車載

００２０ 凝集剤混和槽 移動脱水車車載

００３０ 汚泥サービスタンク 移動脱水車車載

００４０ 汚泥供給ポンプ 移動脱水車車載

００５０ 薬品溶解装置 移動脱水車車載

００６０ 薬品供給ポンプ 移動脱水車車載

００７０ 空気圧縮機 移動脱水車車載

００８０ ケーキ搬送用ベルトコンベア 移動脱水車車載

００９０ 脱水機制御盤 移動脱水車車載

０１００ ＰＡＤ溶解装置盤 移動脱水車車載

０１１０ №１汚泥移送ポンプ（投込み式水中ポンプ） 東部浄化センター内

０１２０ №１給水ユニット 東部浄化センター内

０１３０ 乗継コンベア 東部浄化センター内

０１４０ №２汚泥移送ポンプ（投込み式水中ポンプ） 中央浄化センター内

０１５０ №２給水ユニット 中央浄化センター内

機　　器　　名　　称 設　　置　　場　　所

対象機器一覧表　（№7）
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特記別表３

御調町公共下水道マンホールポンプ対象施設一覧表　（№1）

注）　各マンホールポンプ個所はポンプ2台設置

口径 吐出量 全揚程 原動機

（ｍｍ） （㎥/min） （ｍ） （kw）

№１ トリシマ ボルテックス 80 0.320 5.00 1.5

№１６ 日立 ボルテックス 100 1.420 8.65 5.5

№１９ トリシマ ボルテックス 80 0.270 5.70 1.5

№３７ 日立 ボルテックス 80 0.492 10.50 5.5

№６４ トリシマ ボルテックス 80 0.474 7.40 2.2

№７５ トリシマ ボルテックス 80 0.450 12.30 3.7

№１０１ クボタ ノンクロッグ 80 0.450 3.20 1.5

№１０５ クボタ ノンクロッグ 80 0.450 6.00 1.5

№１４０ トリシマ ノンクロッグ 80 0.180 4.00 1.5

№１４１ トリシマ ボルテックス 80 0.474 12.40 5.5

№１６０ 日立 ボルテックス 80 0.480 6.31 2.2

№１８３ クボタ ノンクロッグ 65 0.042 7.50 0.75

№２００ トリシマ ノンクロッグ 80 0.306 7.10 2.2

№２０６ クボタ ノンクロッグ 65 0.054 3.00 0.75

№２１０ トリシマ ノンクロッグ 65 0.320 3.50 1.5

岡田車輌横 平成２４年１月 KS-N 6507AA 屋外自立閉鎖形 着脱式水中ポンプ

そふとう橋 平成２３年２月 A/SURL［65］W1.5 屋外自立型 着脱式水中ポンプ

さつき団地 平成２４年１月 KS-N 6507AA 屋外自立閉鎖形 着脱式水中ポンプ

旧神西住宅 平成１５年２月 T/USN80W2.2 屋外自立閉鎖形 着脱式水中ポンプ

金野宅口 平成１６年２月 T/USN80W5.5 屋外自立閉鎖形 着脱式水中汚水ポンプ

消防器具庫横 平成１５年 SUVM 80-62.2 屋外自立型 着脱式水中汚水ポンプ

和木電機横 平成２３年１２月 KS-N 801AA 屋外自立型 着脱式水中ポンプ

小和田サッシ 平成２３年３月 T/USN80W1.5 屋外自立閉鎖形 着脱式水中ポンプ

御調商店街 平成２３年３月 T/USN80W3.7 屋外自立型 着脱式水中汚水ポンプ

中国バス裏 平成２３年１２月 KS-N 801AA 屋外自立型 着脱式水中ポンプ

八木診療所前 平成１５年 SUVM 80-65.5 屋外自立型 着脱式水中汚水ポンプ

長尾宅横 平成１４年３月 T/USN80W2.2 屋外自立閉鎖形 着脱式水中汚水ポンプ

平松自動車横 平成１７年 SUV 100-65.5 屋外自立型 着脱式水中汚水ポンプ

高垣瓦裏 平成１７年１月 T/USN80W1.5 屋外自立閉鎖形 着脱式水中汚水ポンプ

ポ　　ン　　プ　　仕　　様

三谷屋駐車場横 平成２３年３月 T/USN80W1.5 屋外自立型 着脱式水中汚水ポンプ

市処理区

ポ ン プ 所 名 称 メーカー 製 造 年 月 ポンプ型式 制　御　盤　形　式

19



特記別表３

御調町公共下水道マンホールポンプ対象施設一覧表　（№2）

注）　各マンホールポンプ個所はポンプ2台設置

口径 吐出量 全揚程 原動機

（ｍｍ） （㎥/min） （ｍ） （kw）

№１ トリシマ ボルテックス 80 0.270 4.5 1.5

№２ トリシマ ボルテックス 80 0.265 10.5 3.7

№３ 日立 ボルテックス 80 0.265 5.0 1.5

№４ 日立 ボルテックス 80 0.288 12.0 3.7

№５ 日立 ボルテックス 80 0.265 7.5 2.2

№６ トリシマ ボルテックス 80 0.432 9.2 3.7

№７ トリシマ ボルテックス 80 0.288 4.5 1.5

№８ トリシマ ボルテックス 80 0.270 7.5 2.2

№９ トリシマ ボルテックス 80 0.270 11.0 3.7

№１０ トリシマ ボルテックス 80 0.162 8.4 2.2

№１１ トリシマ ボルテックス 80 0.162 4.5 1.5

平　江国川 平成１４年３月 T/USN80W2.2 屋外用鋼板製閉鎖自立形 着脱式水中汚水ポンプ

中原集会所 平成１４年１１月 T/USN80W1.5 屋外用鋼板製閉鎖自立形 着脱式水中汚水ポンプ

本　天理教前 平成１２年１１月 T/USN80W2.2 屋外用鋼板製閉鎖自立形 着脱式水中汚水ポンプ

中根橋 平成１３年１月 T/USN80W3.7 屋外用鋼板製閉鎖自立形 着脱式水中汚水ポンプ

本　浦上宅横 平成１２年１１月 T/USN80W3.7 屋外用鋼板製閉鎖自立形 着脱式水中汚水ポンプ

本　森高石油 平成１３年２月 T/USN80W1.5 屋外用鋼板製閉鎖自立形 着脱式水中汚水ポンプ

上川辺公民館 平成１２年 SUV 80-63.7 屋外自立閉鎖型 着脱式水中汚水ポンプ

白太　横田横 平成１２年 SUV 80-62.2 屋外自立閉鎖型 着脱式水中汚水ポンプ

大蔵タイコウタウン 平成１２年１１月 T/USN80W3.7 屋外用鋼板製閉鎖自立形 着脱式水中汚水ポンプ

大蔵集会所 平成１２年 SUV 80-61.5 屋外自立閉鎖型 着脱式水中汚水ポンプ

ポ　　ン　　プ　　仕　　様

府中市谷組 平成１３年３月 T/USN80W1.5 屋外用鋼板製閉鎖自立形 着脱式水中汚水ポンプ

上川辺処理区

ポ ン プ 所 名 称 メーカー 製 造 年 月 ポンプ型式 制　御　盤　形　式
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特記別表４ 環境計測に係る業務 

                      

 １．水質試験  

業務区分  目的  内容  

水質分析  

流入水及び放流水について、維持監理に必要な項目

を分析し、維持管理状況を把握するとともに、放

流水質の監視を行う。 

 

別添要領書1 

汚泥性状分析   
汚泥の各処理過程での性状を把握して、汚泥処

理を適正に管理する。 
別添要領書1 

   

 ２．水質試験補助  

業務区分  業務内容  

発注者が行う採水業務

に係わる補助業務  

・採水に係る安全・衛生対策  

・採水  

発注者が行う水質試験で使

用した器具洗浄 
・器具の洗浄 
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特記別表５ 物品等の調達・管理に関する業務  

 

１． 御調町中央浄化センター 

物品等の名称 予定数量／年 規格等 

① 固形塩素   310kg 
日曹メルサンR300N又は同等品 

日産化学ウレオライトL-90又は同等品 

② 汚泥処理用高分子凝集剤 440kg イシフロックIZ-89AK4又は同等品 

 

２． 御調町東部浄化センター 

物品等の名称 予定数量／年 規格等 

① 固形塩素   255kg 
日曹メルサンR300N又は同等品 

日産化学ウレオライトL-90又は同等品 

② 汚泥処理用高分子凝集剤 130kg イシフロックIZ-89AK4又は同等品 
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特記別表６ 業務の報告等 

提出書類 記載事項 提出期限 

１．業務日誌に記載すべき事項 

①天候、気温、雨量 

翌日 

②業務従事者職氏名 

③操作・作業内容及び処理水量 

④ユーティリティ・その他物品の使用数量等 

⑤主要設備の運転、監視記録 

⑥その他必要事項 

２．毎月の業務報告書に記載すべき事項 

①業務日誌の総括 

翌月の５日 

②業務日誌の①③④の月集計 

③保守点検、修繕、調整等の実施記録 

④環境計測の実施記録 

⑤事故、故障、苦情等の発生及び対応記録 

⑥施設管理業務の実施状況及び結果 

⑦その他必要事項 

３．年間の業務報告書に記載すべき事項 

①毎月の業務報告書の総括 

年度末 ②技術提案事項の客観的評価と実現化策 

③その他必要事項 

※業務報告書の提出は翌日が祝休の場合は、その翌日とする。 
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特記別表７ 流入基準を著しく逸脱した流入水と認められる場合 

 流入水に関する基準は以下のとおりとする。 

 なお、流入水が下記の基準を満たさない場合は、受注者は緊急措置を講じるとともに、その事態の内容、

想定される影響及び緊急措置の内容を、速やかに発注者に報告すること。 

 

（１）御調町中央浄化センター 

①流入水量 

項目 単位 基準 備考 

日平均流入水量 ㎥/日 910 流量計測定結果（日平均） 

日最大流入水量 ㎥/日 1,140 流量計測定結果（日最大） 

時間最大流入水量 ㎥/日 2,180 流量計測定結果（時間最大） 

 

②流入水質 

項目 単位 基準 備考 

ｐＨ － 6.8～7.7 受注者による計測結果（日最大） 

透視度 度 3以上 受注者による計測結果（日最大） 

ＢＯＤ ㎎/L 600以下 受注者による計測結果（日最大） 

ＣＯＤ ㎎/L 400以下 受注者による計測結果（日最大） 

ＳＳ ㎎/L 600以下 受注者による計測結果（日最大） 

大腸菌群数 個/mL 1,000,000以下 受注者による計測結果（日最大） 

Ｔ－Ｎ ㎎/L 60以下 受注者による計測結果（日最大） 

Ｔ－Ｐ ㎎/L 12以下 受注者による計測結果（日最大） 
その他下水道法施行令

第9条の4に掲げる物質 
－ 当該各号に定める数値 受注者による計測結果（日最大） 

 

（２）御調町東部浄化センター 

①流入水量 

項目 単位 基準 備考 

日平均流入水量 ㎥/日 280 流量計測定結果（日平均） 

日最大流入水量 ㎥/日 370 流量計測定結果（日最大） 

時間最大流入水量 ㎥/日 700 流量計測定結果（時間最大） 

 

②流入水質 

項目 単位 基準 備考 

ｐＨ － 6.8～7.6 受注者による計測結果（日最大） 

透視度 度 3以上 受注者による計測結果（日最大） 

ＢＯＤ ㎎/L 1,100以下 受注者による計測結果（日最大） 

ＣＯＤ ㎎/L 600以下 受注者による計測結果（日最大） 

ＳＳ ㎎/L 1,600以下 受注者による計測結果（日最大） 

大腸菌群数 個/mL 1,000,000以下 受注者による計測結果（日最大） 

Ｔ－Ｎ ㎎/L 90以下 受注者による計測結果（日最大） 

Ｔ－Ｐ ㎎/L 17以下 受注者による計測結果（日最大） 
その他下水道法施行令

第9条の4に掲げる物質 
－ 当該各号に定める数値 受注者による計測結果（日最大） 
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別添要領書１ 水質測定に係る業務 

 

1．受注者は、要求水準書に定める放流水質契約基準及び脱水汚泥契約基準、その他契約図書に定める維持

管理に係る要件を達成するために、以下に定める水質測定を実施しなければならない。 

(1)日常水質分析 

放流水質及び発生汚泥性状の目標基準及び各種の維持管理に係る要件に適合させるために、日常の流

入水質、放流水質、発生汚泥性状を計測、記録する作業。なお、計測が必要な項目及び頻度は、別紙１，2

を参照のこと。 

(2)異常時水質分析 

 放流水質及び発生汚泥性状が、目標基準または遵守基準を超えた場合に必要とされる流入水質、放流水

質、脱水汚泥含水率の計測、記録作業。 

(3)分析結果の解析 

日常及び異常時水質分析結果により、測定したデータの整理、解析、報告書の作成を行う作業。分析結果

により運転方法や保守点検方法の改善を図るもの。 

(4)異常時の水質測定 

環境への影響が予見され、または発生した場合に必要となる水質測定。 

2. 受注者は、前項に定めるもの以外でも、必要に応じて水質測定とその分析を行い、これを運転操作等に反

映させなければならない。 

3. 受注者は、契約図書の定めにより法定試験を行う場合は、計量証明書を発行できる機関に委任しなければ

ならない。ただし、受注者自らが計量証明書を発行できる場合は、その限りでない。 

4. 受注者は、水質測定による分析試験結果を継続的に記録し、必要な帳票類を調製しなければならない。 

5. 受注者は、放流水質及び発生汚泥性状に係る各種法令等を熟知し、その定めに従わなければならない。 

6. 受注者は、各種分析試験で使用する試薬の廃液等を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年12

月25日法律第137号）に基づいて適正に処理し、その処分方法、処分先等を明示した報告書を、発注者に提

出しなければならない。 

7. 受注者は、本件施設内の水質試験室及びその配置器具等の清掃を常に心がけ、整理整頓に努めなけれ

ばならない。 

8. 受注者は、分析試験に使用する毒劇物の取扱いに十分注意し、安全を期するとともに、薬品類の在庫管理

や施錠管理を行い、盗難または紛失を防止しなければならない。 

9. 受注者は、発注者から貸与された試薬、器具、消耗品類等を消費、消耗、毀損した場合は、受注者により適

宜補充し、履行期間終了時には、発注者から、本件業務開始時に貸与されたものと同等のものを返還しなけ

ればならない。 

10. 受注者は、水質測定のための試料採取にあたっては、代表的な試料となるように採取場所に留意し、その

分析試験結果に疑義が生じないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、法令または契約図書に採

水方法等が定められている場合は、その定めに従わなければならない。 

 

11. 受注者は、この要求水準書に定めのある分析試験については、下水の水質の検定方法等に関する省令

（昭和３７年厚生省、建設省令第１号）及び同省令で引用する排水基準を定める省令の規定に基づく環境大

臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和４９年環境庁告示第６４号）、日本工業規格、その他関係する規程
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並びに社団法人日本下水道協会編「下水試験方法」に定める検定方法により行わなければならない。 

12. 受注者は、この要求水準書に定めのない分析試験については、受注者が定める方法により行うことができ

る。その場合、その測定精度については、受注者の裁量により確保しなければならない。 

13. 受注者は、水質測定に用いる機器類について、その測定精度が確保できるよう、定期的に点検整備及び

消耗品の交換等を行わなければならない。 
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御調町中央浄化センター
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御調町東部浄化センター
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